
結核発生届の基礎知識と書き方結核発生届の基礎知識と書き方

鹿児島市保健所

中央保健センター 中村匡宏

鹿児島市保健所

中央保健センター 中村匡宏



医師による届出義務医師による届出義務

•結核は二類感染症。

•結核と診断した時は直ちに氏名、年齢、性別などを最
寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なけ
ればならない（感染症法第十二条第一項）

–「直ちに」とは当日という意味。平日時間外や休日も対応。

•医師が届出をしなかった場合、五十万円以下の罰金に
処せられる（感染症法第七十七条第一項）。

実際に罰金に処せられた事例は聞いたことはありませんが･･･

＊感染症法：感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律



発生届の意義発生届の意義

•発生届は保健所が対応するための起点となる重要
な書類。

•発生届が提出されることによって、患者の入院勧
告や就業制限、感染源・感染経路の究明、家族や
職場での接触者の感染リスクの評価や健診、適切
な診断、治療が行われているかどうかの確認、
DOTS(直接服薬確認療法)による服薬支援、治療後
のフォローなど様々な支援が行えるようになる。



届出の対象となる菌種届出の対象となる菌種

•定義

–結核菌群（Mycobacterium tuberculosis 
complex、 ただしMycobacterium bovis BCGを
除く）による感染症

•結核菌群とは

– M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti, M. 
canettii, M. caprae, M. pinnipedii, M. suricattae, M. mungi, 
M. orygis およびdassie bacillus

＊実際に結核の原因になるのはほぼM. tuberculosis



M. bovis BCGM. bovis BCG

•結核菌群であってもM. bovis BCGは除くので、
BCG接種後のリンパ節炎、骨炎、骨隨炎や、膀胱
癌のBCG療法後の尿路結核、播種性結核などの感
染症は届出の対象外。

•BCG接種：接種期間内の接種による健康被害は、
予防接種法に基づく救済制度の適用

•BCG療法：一般医薬品の健康被害救済基金の給付
対象



発生届発生届

•厚生労働省のサイトからPDFファイル
でダウンロードできる。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-
kansenshou11/01-02-02.html

•鹿児島市のサイトからは、Wordファ
イルでもダウンロードできる

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/hokenjo/h
oyobo-kan/kenko/kenko/ryuko/kekkaku/iryokikan.html



発生届の届け出先発生届の届け出先

【平日の8時30分～17時15分の場合の届出】
1.鹿児島市感染症対策課へ電話連絡（099-803-7023）の後、別

紙届出様式により、FAX（099-803-7026）またはNESIDにて
届出をお願いします。

2.届出様式原本は、最寄りの保健所（鹿児島市内の医療機関が届出
する場合は、鹿児島市保健所）へ郵送して下さい。

【平日の時間外・休日の場合の届出】
1.鹿児島市役所へ電話連絡（099-224-1111）の後、別紙届出様

式により、FAX（099-803-7026）またはNESIDにて届出をお
願いします。

2.届出様式原本は、最寄りの保健所（鹿児島市内の医療機関が届出
する場合は、鹿児島市保健所）へ郵送してください。



発生届の書き方発生届の書き方

保健 所子
6 10 4

鹿児島市□□4丁目5－6
A病院

099      △△△ ××××

診断したら直ちに（当日）
報告するので、診断日と同
じ日を記載。

医師と医療機関の情報を記載



•患者（確定例）

– 症状や所見から結核が疑われ、かつ、下記の検査
方法により、結核患者と診断した場合

– 病原体及び病原体遺伝子の検出以外による検査
方法での診断は、問診等により医師が結核患者で
あると診断するに足る判断がなされた場合



•無症状病原体保有者

–潜在性結核として治療する場合のみ届け出る。

•疑似症患者

–結核は、疑似症患者を患者とみなす感染症に
なっている（感染症法施行令第四条）ため、実質
的には疑似症患者として届けることはない。

•感染症死亡者の死体

–診断時、死亡していた場合も発生届は必要。

•感染症死亡疑い者の死体



鹿児島 市郎 昭和43 8 2 56 タクシー運転手

鹿児島市〇〇〇 1丁目２－３
099       ○○○ □□□□

（通院の場合）同上 （入院の場合）鹿児島市□□ 4丁目5－6 A病院

会社員、自営業だけではなく、できるだ
け具体的な職種（教師、保育士、医師、
看護師、調理師、美容師など）を記載す
る。公衆衛生上、重要な情報になる。

当該者住所：住所は現住所
当該者所在地：実際にいる場所。通院であ

れば、通常は現住所と同じ、
入院ならば入院施設の住所。

099       △△△ ××××



体重減少
症状に〇をつける。
それ以外の症状は、
その他に記載する

結核性胸膜炎

肺結核の場合は〇をつける。
肺外結核は病名を記載する。

無症候性病原体保有者（潜在性
結核）の時は「なし」に〇



10/3 蛍光法 ガフキー3号

10/3 Tb-PCR陽性

10/3 胸部CT：右上葉空洞影、右胸水貯留

10/4 胸腔穿刺

10/4 胸水

10/4 ADA 80.3IU/L

陽性の検査はすべて記載する
陰性結果、検査中の記載は不要



6 9 26

6 10 4

不詳

6 9 初旬

初診日は結核に対する初診日。
他疾患で通院中、入院中の場合は、
結核に対する診療を開始した日。

結核を疑う症状が
初めて出現した日

分かる範囲内で
なるべく記載。
不明の場合は不
明または不詳。

診断日は報告日と
同一の日を記載



公衆衛生上、重要な項目なの
で、分かる場合は記載。
分からない場合は、その他に
（不明）と記載。

鹿児島 鹿児島

不明



9月初旬から軽度の咳。
10月3日の胸部CTで空洞所見あり、喀痰塗抹でガフキー3号。
10月4日に喀痰のTb-PCR陽性が判明したため結核と診断。
空洞があり、排菌もしているため、入院適応がある。
妻と高校生の子供の3人暮らし。勤務中はマスク着用。

入院の必要性や重症度、家族や職場
の接触者調査の必要性、集団発生の
可能性に関する情報など他の項目に
書けなかった事項などを記載


